
 

1 

 

（特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護） 

ケアハウスアゼリア運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条  社会福祉法人香南会が設置経営するケアハウスアゼリア（以下「事業所」と 

いう）が行う特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の事業

（以下「事業」という）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する

事項を定め、事業所の職員が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適正

な特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を提供することを

目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条  特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の職員は、特定施設サー

ビス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の要介護状態になった場合で

も、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう援助する。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称  ケアハウス アゼリア 

（２）所在地  たつの市揖保町中臣５１０番地 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者      １名 

事業所の管理、事業実施状況の管理、その他業務の管理を一元的に行う。 

（２）生活相談員    １名以上（内１名は常勤） 

利用者又はその家族からの生活相談に適切に応じるとともに、必要な助言、苦

情への対応、その他の援助を行う。また、常に計画作成担当者との連携を図り、

サービス計画につなげる。 

（３）看護職員     ２名以上（内１名は常勤） 

特定施設サービス及び介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者の健康

状況の把握に努め、健康保持及びそれに伴う援助を行う。事業所の保健衛生業務

に従事する。 

（４）介護職員    １５名以上（内１名は常勤） 
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特定施設サービス及び介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者の日常

生活全般にわたる介護業務を行う。（看護職員と併せて常勤換算法で利用者３名

に対し職員を１名配置。ただし、要支援１として認定を受けている利用者１人は

要介護利用者０．３人と換算する） 

（５）機能訓練指導員  １名以上 

日常生活を営むに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を

行う。 

（６）計画作成担当者  １名以上 

利用者及びその家族からの相談に応じ、その環境や心身の状況等を踏まえて、

適切な特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を提供で

きるようサービス計画の作成に関する業務に従事する。 

２ 職員は、要介護者の特定施設入居者生活介護及び要支援者の介護予防特定施設入居

者生活介護の提供を行うが、要介護者並びに要支援者のサービス利用に支障がないと

きは、他の入居者にサービス提供を行う。 

 

（入居定員及び居室数） 

第５条 事業所の利用定員及び居室数は、次のとおりとする。 

（１）利用定員  ５０名 

（２）居 室 数  ４８室 

 

（特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び料金） 

第６条 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の内容は、次の

とおりとし、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を提供し

た場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。 

（１）入浴（１週間に２回以上、ただし、入浴が困難な場合は適切な方法により清拭

を行う）、排泄、食事等の介護及び日常生活上の世話 

（２）日常生活動作の機能訓練（週２回） 

（３）療養上の世話 

（４）健康管理 

（５）相談・援助 

２ 利用者の選定による介護、その他の日常生活において必要な費用で利用者が負担

すべき費用は、実費を徴収する。 

（１） オムツ代 

（２） 日用品費 

３ サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対して、サービスの内容及び

費用について説明し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。 
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（特定施設・介護予防特定施設サービス計画の作成） 

第７条 管理者は、介護支援専門員に、特定施設・介護予防特定施設サービス計画（以

下、サービス計画という）の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ サービス計画の作成を担当する計画作成担当者は、サービス計画の作成に当たって

は、適切な方法により、利用者についてその有する能力や置かれている環境等の評価

を通じて、現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが

できるように支援する上で解決すべき課題を把握する。 

３ 計画作成担当者は、利用者やその家族の希望及び利用者について把握した課題に基

づき、サービス計画の原案を作成する。原案は、他の職員と協議の上作成し、サービ

スの目標とその達成時期、サービス内容、サービス提供上の留意すべき事項を記載す

る。 

４ 計画作成担当者は、サービス計画の立案について利用者に説明し、同意を得る。 

５ 計画作成担当者は、サービス計画の作成後においても、他の職員との連携を継続的

に行い、サービス計画の実施状況を把握する。 

 

（サービスの取り扱い方針） 

第８条 事業所は、要介護状態の維持、もしくは改善を図り、自立した日常生活を営む

ことができるよう支援を行うことで、利用者の心身の機能の維持、回復を図り、もっ

て利用者の生活機能の維持、又は向上を目指し、利用者の意欲を喚起しながら支援す

る。 

２ サービスを提供するに当たっては、利用者の心身の状況等について把握するととも

に、サービス内容の確認を行う。 

３ 事業所は、サービスを提供するに当たって、その特定施設サービス計画に基づき、

漫然かつ画一的なものとならないように、配慮して行う。 

４ 事業所は、サービスを提供するに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその

家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。 

５ 事業所は、職員がサービスを提供するに当たって、利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行わないも

のとする。また、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。 

 

（契約の終了） 

第９条 利用者は、事業所に対して３０日間の予告期間をおいて退居届を提出するこ 

とにより、契約を解除することができる。 

２ 一定の事由に該当した場合、事業所は、利用者に対して、３０日間の予告期間をお

いて文書で通知することにより、契約を解除することができる。 
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３ 利用者が要介護認定の更新で、非該当（自立）と認定された場合、所定の期間の経

過をもって契約は終了する。 

 

（職員の服務の心得） 

第１０条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の

指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、常に以下の事項に留意

する。 

（１）利用者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任を持って接遇する。 

（２）常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。 

（３）お互いに協力し合い、能率の向上に努力する。 

 

（衛生管理） 

第１１条 事業所は、感染症の発生及び蔓延防止のため、職員に対して研修を行う。 

２ 職員は、感染症の発生及び蔓延防止のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（秘密保持） 

第１２条 事業所及び職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するこ

とを厳守する。 

２ 事業所は、職員が退職した後も、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家

の秘密を漏らすことがないように、必要な措置を講じる。 

３ 事業所は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合、利用者及びその家族

の個人情報の利用目的を公表する。 

 

（留意事項） 

第１３条 利用者は、事業所の定める規則等を守り、他の迷惑にならないようにする。 

 

（緊急時の対応） 

第１４条 職員は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場

合には、速やかに主治医又は予め定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する

等の必要な措置を講じ、管理者に報告する義務を負う。 

 

（事故発生時の対応） 

第１５条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、

応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族等に

連絡するとともに、内容を記録した上、再発防止対策に努め、その対応について協議

する。 
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（非常災害対策） 

第１６条 事業所は、非常災害時においては、利用者の安全第一を優先し、迅速適切な

対応に努める。 

２ 非常災害その他緊急の事態に備えて、防災に関する計画を策定し、利用者及び職員

に対して周知徹底を図るため、年２回以上の避難、その他必要な訓練等を実施する。 

 

（地域との連携） 

第１７条 事業所の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行う

など、地域との交流に努める。 

 

（勤務体制等） 

第１８条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるような体制を定める。 

２ 事業所は、職員の資質質向上のため、研修の機会を設ける。 

 

（記録の整備） 

第１９条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものと

する。 

２ 事業所は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日の

属する年度末日から５年間保存するものとする。 

 

（苦情対応） 

第２０条 事業所は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口

の設置や第三者委員を選任するなど必要な措置を講じる。 

２ 事業所は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、又

は市町村からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町

村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告する。 

 

（高齢者虐待防止） 

第２２条 事業所は、高齢者虐待防止法に基づいて、虐待防止のための措置を講じると

ともにその発見、通報、保護を積極的に行い関係機関との連携を図る。 

２ 虐待防止のための指針及び体制を整備する。 

３ 事業所において利用者に対する身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待や

養護を著しく怠ることのないよう、定期的に虐待防止に向けての研修を実施する。 

４ 虐待を発見又はその情報を入手した場合は、速やかに関係機関に通報する。  

５ 市町村により高齢者虐待についての協力依頼があった場合は、施設長及び管理者の

了解のもとに受け入れ、連携を図る。 
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６ 苦情解決処理規程に沿った適切かつ迅速な対応により、利用者の権利を擁護する。  

 

（掲示） 

第２２条 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、

利用料、その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。 

 

（情報公開） 

第２３条 社会福祉法第２４条及び介護保険法の趣旨に則り、社会福祉法人香南会が提

供するサービスを安心して利用できるよう理解と信頼を促進するため、情報の開示を

積極的に行うものとする。 

 

（協力医療機関） 

第２４条 事業所は、入院等の治療を必要とする利用者のために、予め協力医療機関を

定めておくものとする。 

 

（その他） 

第２５条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項については、法人と事

業所の管理者との協議に基づいて定め、重要事項が生じた場合には、その適切な対応

を図り、問題の解決に当たるものとする。 

２ 問題の解決に当たっては、家族懇談会等において説明し、利用者の理解を得るよう

努める。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年８月１日から施行する。 

この規程は、平成２８年７月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年７月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年８月１日から施行する。 

この規程は、２０１９年７月１日から施行する。 

この規程は、２０２０年７月１日から施行する。 

この規程は、２０２０年１０月１日から施行する。 

この規程は、２０２１年７月１日から施行する。 

この規程は、２０２４年４月１日から施行する。 


